
資料 ２

釧根地域将来像検討委員会 運営要領（案）

（委員会の名称）

第１条 本委員会の名称を、釧根地域将来像検討委員会（以下 「委員会」という）とす、

る。

（委員会の目的）

第２条 本委員会は、最近の社会経済情勢の変化に対応しつつ、釧路・根室地域の特性を

活かした目指すべき将来像とそれを実現するための社会資本整備のあり方について

検討し、今後の社会資本に係わる計画の立案や整備を行う上での参考にするととも

に、新たな「北海道総合開発計画」の策定作業に地域として情報発信していくこと

を目的とする。

（委員会の構成）

第３条 委員会の構成は別紙のとおりとする。

（委員会の運営）

第４条 委員会審議の運営は委員長が行う。

（委員会の事務局）

第５条 委員会の事務局は、国土交通省北海道開発局釧路開発建設部に置く。

（委員会の設置期間）

第６条 委員会の設置は、本調査検討の完了までとする。

（その他）

第７条 この要領に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員会に諮

って定める。

以 上

附則 この要領は、平成１８年２月２２日から施行する。
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（委員長）
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出村 克彦 北海道大学大学院農学研究科 教 授
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宮田 昌利 株式会社サンエス・マネジメントシステムズ 代表取締役

（アドバイザー）

国土交通省北海道運輸局釧路運輸支局

北海道釧路支庁、北海道根室支庁
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